
スポーツ広場等 

 

１ 施設名  豊住第 1スポーツ広場ほか 11施設 

後掲 

２ 指定管理者  豊住地区体育協会ほか 7団体 

 

３ 指定期間  令和 5年 4月 1日～令和 10年 3月 31日(5年間) 

 

４ 選定方法  非公募 

 

５ 非公募理由  各施設が地域に密着した施設であることから、地域で組織する団

体が管理することにより、地域等の活力を活用し「市民の健康増進

及びスポーツ活動の促進を図る」設置目的を最も効果的に達成でき

るため。 

６ 選定経過    

   選定手続要項の配布     令和 4年 9月 8日～ 

    （豊住第２スポーツ広場・遠山スポーツ広場及び三里塚記念公園内テニスコート 

     9月 16日～） 

   申請書類の提出受付       9月 16日～ 9月 26日 

   スポーツ施設専門部会                    10月 3日 

   指定管理者選定委員会     10月 17日 

 

７ 申請団体数  各施設につき１団体 

 

８ 審査方法  書類審査及び面接・試問 

                  （遠山地区ファミリースポーツクラブのみ、面接・試問を実施） 

 

９ 審査結果 

審査項目 基準 審査結果 

経

営

に
関

す
る
こ
と 

①申請団体の経営状況 適・否 

 成田市公の施設指定

管理者選定委員会ス

ポーツ施設専門部会

の委員6名による審査

の結果、全ての施設の

全ての審査項目につ

いて適当と判断され

た。 

②申請団体の事業実績 適・否 

③安全管理についての基本方針・危機管理 適・否 

④公共性についての基本方針 適・否 

事
業
計
画
に
関
す

る
こ
と 

①施設管理の計画、内容 適・否 

②施設管理に必要な人員配置計画 適・否 

③年間事業計画に関する理念、基本方針 適・否 

④施設の運営方針や条例に規定する事業計画・

企画書の提案内容 
適・否 

⑤施設管理及び事業運営経費の収支計画 適・否 

その他 ①熱意と意欲 適・否 

 

10 審査講評 

（遠山地区ファミリースポーツクラブを除く７団体について） 

主な評価点としては、これまでの管理実績が概ね良好であり、地域に密着した施設を地域住

民で構成された団体が管理することで、各種大会等の開催を通じて地域の方々にコミュニケー

ションの場を提供し、地域のスポーツ活動の促進が期待できる点を評価した。 

今後も地域の活力を活かした管理を行い、良好な施設管理が行われることを期待する。 

（遠山地区ファミリースポーツクラブについて） 



主な評価点としては、現指定管理者と協力し、現在も遠山スポーツ広場等を管理している実

績があることや、施設の利用団体との対話を重視し、施設管理に活かしていくことから、より親し

みのある施設を目指している点を高く評価した。 

利用団体との対話を重ねながら、より良い施設づくり、施設管理が行われることを期待する。 

 
11 議決年月日  令和 4年 12月 14日 

 

12 指定年月日  令和 4年 12月 21日 

 

１ 施設名 ・ 2 指定管理者 

施設名 指定管理者 

豊住第１スポーツ広場 
豊住地区体育協会 

豊住第２スポーツ広場 

久住第１スポーツ広場 久住地区青少年健全育成会 

久住第２スポーツ広場 小泉青少年健全育成会 

公津スポーツ広場 公津地区青少年健全育成協議会 

中郷スポーツ広場 中郷地区青少年健全育成協議会 

八生スポーツ広場 八生地区青少年健全育成協議会 

遠山スポーツ広場 
遠山地区ファミリースポーツクラブ 

三里塚記念公園内のテニスコート 

ニュータウンスポーツ広場 

成田ニュータウンスポーツ連盟 神宮寺公園内のテニスコート及び運動広場 

外小代公園内のテニスコート 

 


